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○駿河台大学大学院学則 

 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 駿河台大学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求め

られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。 

（研究科） 

第２条 駿河台大学大学院（以下「本大学院」という。）に次の研究科及び専攻を置く。 

    法務研究科     法曹実務専攻 

    経済学研究科    経済・経営専攻 

    現代情報文化研究科 文化情報学専攻 

              法情報文化専攻 

    心理学研究科    臨床心理学専攻 

              法心理学専攻 

２ 法務研究科法曹実務専攻は独立研究科とし、法科大学院と称する。 

（教育研究上の目的） 

第２条の２ 各研究科の教育研究上の目的は次のとおりとする。 

(1) 法務研究科においては、企業に関わる総合的法律分野に通じた法曹の養成並びに福祉社会及び消費

者保護など個人に関わる法律分野に通じた法曹の養成 

(2) 経済学研究科においては、高度の専門性を要する職業に必要な経済又は経営に関する専門知識及び

能力を持った職業人の養成並びに国際社会及び地域社会での経済及びビジネス社会に貢献し得る経済人

の養成 

(3) 現代情報文化研究科においては、情報資源の管理に関する知識及び技術並びに法学に関する知識及

び技術を総合して、情報化社会における知識情報の管理を担う能力を有する人材の養成 

(4) 心理学研究科においては、幅広い視点と心理学的専門性に裏付けられた知識と技能をもって、心の

問題に実際的に対処する専門家と共に、法的現実で求められる心理学的問題の理解と解決を実際的に支

援できる人材の養成 

（大学院の課程） 

第３条 本大学院に、修士課程及び専門職学位課程を置く。 

２ 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する

職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

３ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 

４ 各課程における標準修業年限及び在学年限は次のとおりとする。 

課 程 研究科 標準修業年限 在学年限 

修士課程 

経済学研究科 

現代情報文化研究科 

心理学研究科 

2年 4 年 

専門職学位課程 法務研究科 3年 6 年 

５ 研究科は、その定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、前項に定める標準修業

年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たと

きは、その計画的な履修を認めることができる。 

６ 前項の規定により計画的な履修を認められた者の在学年限は、次のとおりとする。 

課 程 研究科 在学年限 

修士課程 経済学研究科 6年 
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現代情報文化研究科 

心理学研究科 

専門職学位課程 法務研究科 8年 

（学生定員） 

第４条 本大学院の学生定員は次のとおりとする。 

研究科・専攻 入学定員 収容定員 

経済学研究科    経済・経営専攻 

現代情報文化研究科 文化情報学専攻 

          法情報文化専攻 

心理学研究科    臨床心理学専攻 

          法心理学専攻 

法務研究科     法曹実務専攻 

１０名 

１５名 

１５名 

１５名 

１５名 

４８名 

２０名 

３０名 

３０名 

３０名 

３０名 

１４４名 

第２章 組 織 

（教 員） 

第５条 本大学院における授業及び研究指導は、大学院設置基準、専門職大学院設置基準及び法科大学院設置

基準に規定する資格に該当する本学の各学部教授及び本大学院教授がこれを行う。ただし、特に必要のある

と認められる場合は、准教授をもってこれに充てることができる。 

２ 授業科目の担当については、特に必要のあると認められる場合は、専任又は兼任の講師をもってこれに充

てることができる。 

（事務職員） 

第６条 本大学院に必要な事務職員を置く。 

（運営組織） 

第７条 本大学院の各研究科に研究科委員会を置き、各専攻に専攻会議を置くことができる。ただし、一の専

攻で構成される研究科にあっては、研究科委員会は専攻会議を兼ねることができる。 

２ 複数の学部を基礎とする複数の専攻で構成される研究科にあっては、研究科委員会に研究科運営委員会を

置くことができる。研究科運営委員会に関する事項は、別に定める。 

（研究科長等） 

第８条 各研究科に研究科長を置き、各専攻に専攻長を置くことができる。ただし、研究科長は、一の専攻に

ついて専攻長を兼ねるものとする。 

２ 複数の学部を基礎とする複数の専攻で構成される研究科にあっては、副研究科長を置くことができる。副

研究科長は一の専攻について専攻長を兼ねるものとする。 

３ 副研究科長は、研究科長を補佐し、研究科長に事故あるときはその職務を代行する。 

４ 副研究科長を置かない研究科にあって、研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長が指名した者が

研究科長の職務を行う。  

（研究科委員会） 

第９条 研究科委員会は、当該研究科の教育を担当する専任の教授及び准教授をもって組織する。 

２ 研究科長は研究科委員会を招集し、その議長となり、研究科に関する事項をつかさどり、研究科を代表す

る。 

３ 研究科委員会は、次の事項について審議する。 

(1) 人事に関すること。 

(2) 授業及び研究指導に関すること。 

(3) 試験に関すること。 

(4) 学位授与及び学位論文の審査に関すること。 

(5) 学生の身分に関すること。 

(6) 学生の賞罰に関すること。 
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(7) その他、研究科に関すること。 

４ 前項第４号「学位論文の審査に関すること。」とあるのは、法科大学院においては、「修了の認定に関す

ること。」とする。 

５ その他、研究科委員会について必要な事項は、別に定める。 

（専攻会議） 

第９条の２ 専攻会議は、修士課程においては当該専攻の研究指導を担当する専任の教授、専門職学位課程に

おいては、その教育を担当する専任の教授をもって組織する。 

２ 専攻長は、専攻会議を招集し、その議長となり、専攻に関する事項をつかさどる。 

３ 専攻会議は、前条第３項の事項のうち、当該専攻に係る事項について所管する。 

第３章 学年、学期及び休業日 

（学年、学期及び休業日） 

第 10条 学年、学期及び休業日については、駿河台大学学則第１３条、第１４条及び第１５条の規定を準用

する。 

第４章 入学、転入学、再入学、転科及び転専攻 

（入学の時期） 

第 11条 本大学院の入学の時期は、４月１日とする。 

（入学資格） 

第 12条 本大学院の修士課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 学士の学位を有する者 

(2) 外国において通常の課程による１６年の学校教育を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であって、文部科学省が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に終了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 大学に３年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと研究科委員会が認めた者 

(8) 個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると研究科委員会が認めた者

で、２２歳に達した者 

２ 本大学院の法科大学院に入学できる者は、前項各号のいずれかに該当し、かつ、法科大学院適性試験を受

験したものとする。 

（入学の出願） 

第 13条 本大学院の入学を志願する者は、所定の入学願書及び別に定める書類に所定の入学検定料を添えて

願い出なければならない。 

２ 出願手続について必要な事項は、別に定める。 

（入学志願者の選考） 

第 14条 前条の入学志願者の選考は、研究科委員会の議を経て、学長が行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第 15条 前条の選考の結果に基づく合格者は、誓約書、保証書、その他本大学院が必要と認める書類を所定

の期日までに提出し、別に定める学費を所定の期日までに納付しなければならない。 

２ 保証書の保証人は、父母とし、学生の在学中に関する一切の事項について保証しなければならない。ただ

し、父母が保証人となることのできない場合は、親族又は縁故者とする。 
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３ 学長は、第１項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

（転入学及び再入学） 

第 16条 本大学院以外の大学院の学生が、所属大学の学長又は研究科長等の承認書を添えて本大学院に転入

学を志願したときは、学年の始めに限り、研究科委員会の議を経て、学長がこれを許可することがある。た

だし、心理学研究科臨床心理学専攻への転入学は認めない。 

２ 本大学院を正当の理由で退学した者が再入学を願い出たときは、学年の始めに限り、研究科委員会の議を

経て、これを許可することがある。 

（転科及び転専攻） 

第 16条の２ 本大学院に在学する者が、他の研究科に転科を志願したときには、学年の始めに限り、研究科

委員会の議を経て、学長がこれを許可することがある。 

２ 本大学院に在学する者が、研究科内の他の専攻に転専攻を志願したときには、学年の始めに限り、研究科

委員会の議を経て、学長がこれを許可することがある。 

３ 第１項の定めるところにより転科を許可された者が、転科前に履修した科目及び修得した単位は、転入し

た研究科委員会の認定により、転入した研究科において履修した授業科目及び修得した単位とすることがで

きる。また、第２項の定めるところにより転専攻を許可された者が、転専攻前に履修した授業科目及び修得

した単位につき、当該研究科委員会の認定を受けたときも、また同様とする｡ 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、心理学研究科臨床心理学専攻への転科及び転専攻は認めない。 

第５章 休学、復学、転学、留学及び退学 

（休 学） 

第 17条 病気その他やむを得ない事由により、引き続き２カ月以上修学することができない者は、その事由

を具して保証人連署のうえ、研究科長に願い出て、許可を得て休学することができる。 

（休学期間） 

第 18条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、１年を限度として、休学期間の

延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して２年を超えることができない。 

３ 休学期間は、在学年数に算入しない。 

（復 学） 

第 19条 休学期間が満了し、又は休学の事由が消滅したときは、研究科長の許可を得て復学することができ

る。 

２ 復学の時期は、学年の始めとする。 

（転 学） 

第 20条 他の大学院へ入学又は転入学を志願しようとする者は、研究科長に転学願を提出し、許可を受けな

ければならない。 

（留 学） 

第 21条 外国の大学院、又はそれに準ずる高等教育、研究機関等 （以下「外国の大学院等」という。）に留

学を志願する者は、教育研究上有益と認められた場合に限り、研究科長の許可を得て留学することができる。 

２ 削除 

（願い出による退学） 

第 22条 病気その他やむを得ない事由のため退学しようとする者は、保証人連署の退学願を提出し、学長の

許可を受けなければならない。 

（命令による退学） 

第 23条 次の各号のいずれかに該当する者は、研究科委員会の議を経て、学長が退学を命ずる。 

(1) 学費の納付を怠った者 
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(2) 第３条に定める在学年限を超えた者 

(3) 学業を怠り、又は回復困難な病気により成業の見込みがないと認められる者 

(4) 第１８条に定める休学期間を超えてもなお修学ができない者 

(5) 長期間にわたって行方不明の者 

第６章 教育課程、教職課程及び履修方法等 

（教育課程の編成方針） 

第 24条 本大学院は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作

成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成する。 

２ 教育課程の編成に当たっては、本大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させると

ともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう努める。 

（教育方法） 

第 24条の２ 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する研究指導によって行うもの

とする。ただし、法科大学院においては、学位論文の指導は行わない。 

２ 本大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじ

め明示する。 

３ 本大学院は、学生に対して、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっての基準を明

示する。 

４ 本大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。 

（授業科目、単位数、履修方法） 

第 25条 本大学院修士課程の授業科目、単位数及び履修方法は、別表第Ⅰのとおり、また、専門職学位課程

の授業科目、単位数及び履修方法は、別表第Ⅱのとおり定める。 

（単位の計算方法） 

第 26条 各授業科目の単位数は、１単位の履修時間を教室内及び教室外を合わせて４５時間とし、次の基準

により計算する。 

(1) 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって１単

位とする。 

(2) 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ

て１単位とする。 

(3) 前２号に定める各授業方法を二以上併用して行う授業については、その組み合わせに応じ、別に定

める時間の授業をもって１単位とする。 

（他研究科の授業科目の履修） 

第 27条 各研究科において、教育研究上特に必要ある場合は、本大学院の他研究科の授業科目を履修させる

ことができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目の単位は、１０単位を超えない範囲で、本大学院において履修したも

のとみなすことができる。 

３ 他の大学院の授業科目を法科大学院において履修したものとみなす単位数は、３０単位を超えない範囲と

する。ただし、本法科大学院の修了に必要な単位数が９３単位を超える単位数に限り３０単位を超えてみな

すことができる。 

４ 前３項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科

目を我が国において履修する場合について準用する。 

（他大学院及び大学共同利用機関における授業科目の履修） 

第 27条の２ 教育研究上有益と認めるときは、予め協議を行った他の大学院及び本大学院が特に認めた大学

共同利用機関の授業科目を履修させることができる。 
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２ 前項の規定により履修した授業科目の単位は、１０単位を超えない範囲で、本大学院において履修したも

のとみなすことができる。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第 27条の３ 教育研究上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院において履修した授業

科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本大学院に入学した後の本大

学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により認定できる単位数は、第２７条の２の規定により本大学院において履修したものとみな

す単位数と合わせて、１０単位を超えないものとする。ただし、法科大学院においては、３０単位（第２７

条の２第３項ただし書の規定により３０単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとする。 

（専攻科目、研究指導教授） 

第 28条 学生は、授業科目のうちから専門に研究しようとする科目を選び、当該科目の演習を担当する教員

によって研究指導を受けるものとする。 

２ 前項に規定する授業科目を、その学生の専攻科目と称し、学生の研究指導を担当する教員を研究指導教授

という。 

３ 前２項の規定は、法科大学院の学生には適用しない。 

（教育職員免許状） 

第 28条の２ 中学校教諭もしくは高等学校教諭の一種免許状を取得している者又はその取得所要資格を有し

ている者で、当該免許教科に係る中学校専修免許状又は高等学校専修免許状の取得所要資格を希望する者は、

当該研究科・専攻において、教育職員免許法及び同施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 前項により本大学院において取得できる教育職員免許状の種類（教科）及び開設研究科・専攻は、次のと

おりとする。 

免許状の種類（教科） 研究科・専攻 

中学校教諭専修免許状 （社会） 

高等学校教諭専修免許状（公民） 

経済学研究科経済・経営専攻 

現代情報文化研究科法情報文化専攻 

高等学校教諭専修免許状（情報） 現代情報文化研究科文化情報学専攻 

３ 前項の免許状を取得するための授業科目及び単位の履修方法について必要な事項は別に定める。 

第７章 試験及び単位の授与 

（試 験） 

第 29条 所定の授業科目を履修した者に対しては、毎学年末に試験を行う。ただし、必要があると認めると

きは、その他の時期においても行うことができる。 

２ 病気その他やむを得ない事由により受験できなかった者については、追試験を行うことができる。 

３ 試験の方法、成績評価の方法等は、研究科委員会が定める。 

（単位の授与） 

第 30条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 修士課程の履修科目の成績は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの４段階をもって表示し、Ａ・Ｂ・Ｃを合格、Ｆを不合格

とする。 

３ 法科大学院の履修科目の成績は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆの５段階をもって表示し、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄを合格、

Ｆを不合格とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、「導入科目Ⅰ」、「導入科目Ⅱ」、「クリニック・エクスターンシップ」及び

「法学研究論文」についての評価は、Ｐ（合格）又はＦ（不合格）とする。 

第８章 課程修了及び学位授与 

（修了要件） 

第 31条 修士課程の修了の要件は、本大学院に２年以上在学し、経済学研究科及び現代情報文化研究科は３

２単位以上、心理学研究科は３４単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査
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又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

優れた業績を上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 法科大学院の修了の要件は、本大学院に３年以上在学し、９６単位以上を修得した上、研究科委員会が定

めるＧＰＡの基準値を満たさなければならない。ただし、本法科大学院において必要とされる法学の基礎的

な学識を有すると認める者（以下「法学既修者」という。）については、３０単位を超えない範囲の単位を

修得したものとみなし、当該単位の数に相当する１年を超えない期間、在学期間を短縮することができるも

のとする。 

３ 前項ただし書の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第２７条の

２及び第２７条の３の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位（第２７条の２第３項た

だし書の規定により３０単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとする。 

（学位の授与） 

第 32条 修士課程を修了した者には、駿河台大学学位規程の定めるところにより、修士の学位を授与する。 

２ 専門職学位課程の法科大学院を修了した者には、駿河台大学学位規程の定めるところにより、法務博士の

学位を授与する。 

３ 駿河台大学学位規程は、別に定める。 

第９章 委託生、研究生等、科目等履修生等及び外国人留学生 

（委託生） 

第 33条 公の機関又は民間団体等からの委託によって本大学院の特定の授業科目について聴講を希望する者

があるときは、研究科委員会の議を経て、委託生として、これを許可することができる。 

（研究生） 

第 34条 本大学院において特定課題について研究指導を希望する者があるときは、研究科委員会の議を経て、

研究生として、これを許可することができる。 

（法務研究生） 

第 34条の２ 本学法科大学院において法曹となろうとする者に必要な知識及びその応用能力の学習指導を希

望する者があるときは、法務研究科委員会の議を経て、法務研究生として、これを許可することができる。 

（臨床心理研究生）  

第 34条の３ 本学大学院心理学研究科臨床心理学専攻修了者において臨床心理士となろうとする者に必要な

知識及びその応用能力の学習指導を希望する者があるときは、心理学研究科委員会の議を経て、臨床心理研

究生として、これを許可することができる。  

（特別科目等履修生） 

第 35条 他の大学院の学生が、本大学院において特定の授業科目を履修しようとするときは、当該大学院と

の協議に基づき、研究科委員会の議を経て、特別科目等履修生として、これを許可することができる。 

（科目等履修生） 

第 36条 本大学院において特定の授業科目を聴講することを希望する者があるときは、研究科委員会の議を

経て、科目等履修生として、これを許可することができる。 

（外国人留学生） 

第 37条 外国人であって、第１２条に規定する入学資格を有する者が、本大学院に入学を志願するときは、

日本政府、日本政府の承認した外国政府若しくは日本駐在の外国公館の発行した身分証明書、又はこれに準

ずる証明書のある者に限り、研究科委員会の議を経て、これを許可することができる。 

（その他） 

第 38条 委託生、研究生等、科目等履修生等及び外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

２ 第３３条、第３５条及び第３６条の規定にかかわらず、心理学研究科臨床心理学専攻においては、委託生、

特別科目等履修生及び科目等履修生の受け入れは行わない。 
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第 10章 入学検定料及び学費 

（入学検定料） 

第 39条 入学志願者は、入学検定料を納付しなければならない。 

２ 入学検定料については、別表第Ⅲ－１のとおりとする。 

（学 費） 

第 40条 学費は、入学金、授業料及び施設費とし、その額は、別表第Ⅲ－２のとおりとする。 

２ 休学期間中の授業料は、半額とする。 

３ 学費の納期、納付方法等について必要な事項は、別に定める。 

（納付した学費等） 

第 41条 既に納付された入学検定料及び学費は、理由の如何を問わず返還しない。 

第 11章 研 究 施 設 等 

（施設等） 

第 42条 本大学院には、その教育研究に必要な講義室、研究室、演習室等を備えるものとする。 

２ 本大学院の学生は、本学のメディアセンター、厚生保健施設等を利用できる。 

第 12章 賞 罰 

（賞 罰） 

第 43条 賞罰に関しては、駿河台大学学則第５０条及び第５１条の規定を準用する。ただし、教授会とある

のは研究科委員会と読み替えるものとする。 

第 13章 奨 学 生 

（奨学生） 

第 44条 本大学院に奨学生を置くことができる。 

２ 奨学生に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

この学則は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、第２５条の規定に関し、平成１０年度以前の入学者

については、なお、従前の例による。 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、第２５条及び第３１条の規定に関し、平成１１年度

以前の入学者については、なお、従前の例による。 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第２５条の規定に関し、平成１１年度以前の入学者

については、なお、従前の例による。 

この学則は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、第２５条の規定に関し、経済学研究科の平成１３年

度以前の入学者については、なお、従前の例による。 

２ 第２７条の２の大学共同利用機関とは、次の機関をいう。 

（１） 国文学研究資料館史料館 

この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 第２５条の規定に関し、経済学研究科の平成１３年度以前の入学者については、なお、従前の例による。 

３ 別表第Ⅱの入学検定料については、平成１４年度中に受験する志願者から適用する。 
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この学則は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、別表第Ⅲの入学検定料については、平成１５年度中

に受験する志願者から適用する。 

この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 法学研究科及び文化情報学研究科については、平成１７年３月３１日に当該研究科に在学する学生が当該

研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 別表第Ⅲの入学検定料については、平成１６年度中に受験する志願者から適用する。 

この学則は、平成１７年９月１日から施行する。 

この学則は、平成１８年３月１日から施行する。 

この学則は、平成１８年４月１日より施行する｡ 

２ 第２５条の規定に関し、経済学研究科における平成１７年度以前の入学者については、なお従前の例によ

る。 

３ 別表第Ⅲの入学検定料については平成１７年度中に受験する志願者から適用する。 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 第２５条及び第３１条２項の規定に関し、法務研究科における平成１８年度以前の入学者については、な

お従前の例による。 

３ 別表第Ⅲの入学検定料については平成１８年度中に受験する志願者から適用する。 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 第２５条の別表第Ⅱに関する平成１９年度以前の入学者の適用については、「国際法」及び「証券取引

法」をそれぞれ「国際法Ⅰ」及び「金融商品取引法」に読み替えるものとする。 

３ 別表第Ⅲの入学検定料については平成１９年度中に受験する志願者から適用する。 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 第２５条の規程に関し、経済学研究科における平成２０年度以前の入学者については、なお、従前の例に

よる。 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 第４条の規程に関し、平成２１年度以前の入学者については、なお、従前の例による。 

３ 第２５条の規定に関し、経済学研究科、現代情報文化研究科文化情報学専攻及び現代情報文化研究科法情

報文化専攻における平成２１年度以前の入学者については、なお従前の例による。 

４ 別表第Ⅲの入学検定料については平成２１年度中に受験する志願者から適用する。 

この学則は、平成２２年６月１日から施行する。 

２ 第３１条第２項の規定に関し、法務研究科における平成２１年度以前の入学者については、なお従前の例

による。 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 第２５条の規定に関し、心理学研究科における平成２２年度以前の入学者については、なお従前の例によ

る。 

３ 別表第Ⅲの入学検定料については平成２３年度中に受験する志願者から適用する。 
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［別表第Ⅰ］ 

１． 経済学研究科 

経済・経営専攻 

演習科目 単位数 オリエンテーション科目 単位数 履修方法及び修了要件 

経 済 学 演 習 Ⅰ 

経 済 学 演 習 Ⅱ 

経 営 学 演 習 Ⅰ 

経 営 学 演 習 Ⅱ 

４ 

４ 

４ 

４ 

経 済 学 基 礎 

経 営 学 基 礎 

研 究 ・ 論 文 作 法 

ｴﾝﾄﾞ･ﾕｰｻﾞｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 

２ 

２ 

２ 

２ 

経済学演習Ⅰ・Ⅱあるい

は、経営学演習Ⅰ・Ⅱのいず

れか２科目８単位必修。 

 

選択講義科目及びオリエン

テーション科目の中から、 

２４単位以上（ただし、選択

したコースから１６単位以上

を含む）、計３２単位以上を

修得し、かつ学位論文を提出

し、最終試験（口頭試問）に

合格しなければならない。 

ただし、他研究科開設科目

については、６単位まで修了

要件単位に含めることができ

る。 

選択講義科目 単位数 選択講義科目 単位数 

経
済
コ
ー
ス 

マ ク ロ 経 済 学 特 論 

ミ ク ロ 経 済 学 特 論 

計 量 経 済 学 特 論 

国 際 経 済 学 特 論 

金 融 特 論 

経 済 政 策 特 論 

公 共 経 済 学 特 論 

財 政 学 特 論 

租 税 特 論 

日 本 経 済 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

地 方 財 政 特 論 

日 本 経 済 史 特 論 

欧 米 経 済 史 特 論 

国 際 協 力 特 論 

欧 米 経 済 特 論 

ア ジ ア 経 済 特 論 

開 発 経 済 特 論 

地 域 経 済 学 特 論 

法 人 税 法 特 論 

所 得 税 法 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

経
営
コ
ー
ス 

経 営 学 特 論 

経 営 戦 略 特 論 

マ ー ケ テ ィ ン グ 特 論 

経 営 管 理 特 論 

企 業 倫 理 特 論 

経 営 史 特 論 

国 際 経 営 特 論 

中 小 企 業 経 営 特 論 

ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ・ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ特論 

ﾋ ﾞ ｼ ﾞ ﾈ ｽ・ ﾃﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ特論 

経 営 ﾃ ﾞ ｰ ﾀ 分 析 特 論 

情 報 経 営 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

情 報 資 源 管 理 特 論 

会 計 学 特 論 

財 務 会 計 特 論 

管 理 会 計 特 論 

制 度 会 計 特 論 

財 務 分 析 特 論 

国 際 会 計 特 論 

税 務 会 計 特 論 

リ ス ク 管 理 特 論 

会 計 監 査 特 論 

会 計 情 報 シ ス テ ム 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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２．現代情報文化研究科 

    文化情報学専攻 

演習科目 

単

位

数 

選択必修科目（基礎分野） 

単

位

数 

履修方法及び修了要件 

文 化 情 報 学 演 習 Ⅰ Ａ 

文 化 情 報 学 演 習 Ⅱ Ａ 

文 化 情 報 学 演 習 Ⅰ Ｂ 

文 化 情 報 学 演 習 Ⅱ Ｂ 

４ 

４ 

４ 

４ 

文 化 情 報 学 特 殊 講 義 

情 報 ｼ ｽ ﾃ ﾑ 特 殊 研 究 

論 文 作 成 法 

現 代 法 特 殊 講 義 

情 報 社 会 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

演習科目は、ⅠＡ・ⅡＡ

あるいはⅠＢ・ⅡＢのいず

れか２科目８単位必修。 

選択必修科目及び選択講

義科目の中から２４単位以

上（但し、選択必修科目４

単位以上を含む）、計３２

単位以上を修得し、かつ学

位論文を提出し、最終試験

（口頭試問）に合格しなけ

ればならない。 

研究指導教授が教育研究

上必要と認める場合には、

法情報文化専攻並びに他研

究科に開設されている選択

講義科目を履修することが

できる。この場合、修得単

位のうち合計６単位までを

修了要件の単位に充当する

ことができる。 

選択講義科目(基本領域) 

単

位

数 

選択講義科目(基本領域) 

単

位

数 

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
管
理
総
合
分
野 

ﾄ ﾞ ｷ ｭ ﾒ ﾝ ﾄ 管 理 特 殊 講 義 

ｱ ｰ ｶ ｲ ﾌ ﾞ ｽ ﾞ 管 理 論 特 論 

電 子 ﾄ ﾞ ｷ ｭ ﾒ ﾝ ﾄ 管 理 論 特 論 

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ管理の潮流・特別講義 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

情
報
学
分
野 

情 報 ｾ ｷ ｭ ﾘ ﾃ ｨ 特 殊 研 究 

電 子 文 書 特 殊 研 究 

ﾃ ﾞ ｰ ﾀ ﾍ ﾞ ｰ ｽ 設 計 特 論 

情 報 ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ 特 殊 研 究 

ﾏ ﾙ ﾁ ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ 論 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

情 報 処 理 言 語 特 殊 研 究 

情 報 検 索 論 特 論 

情 報 ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ 倫 理 特 論 

情 報 関 連 専 門 職 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

選択講義科目(専門領域) 

単

位

数 

選択講義科目(専門領域) 

単

位

数 

行
政
文
書
管
理
分
野 

行 政 文 書 管 理 論 特 論 Ⅰ 

行 政 文 書 管 理 論 特 論 Ⅱ 

行 政 資 料 論 特 論 

行 政 情 報 ｼ ｽ ﾃ ﾑ 特 論 

行 政 事 務 管 理 論 特 論 Ⅰ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

行 政 事 務 管 理 論 特 論 Ⅱ 

課 題 研 究 Ⅰ 

課 題 研 究 Ⅱ 

行 政 学 研 究 

２ 

２ 

２ 

２ 

観
光
情
報
分
野 

観 光 情 報 政 策 論 特 論 

観 光 情 報 資 源 論 特 論 

景 観 観 光 情 報 論 特 論 

２ 

２ 

２ 

観 光 資 源 管 理 論 特 論 

国 際 観 光 情 報 論 特 論 

ｴ ｺ ･ ﾂ ｰ ﾘ ｽ ﾞ ﾑ 特 論 

２ 

２ 

２ 

情
報
資
源
分
野 

映 像 資 料 管 理 論 特 論 

音 響 資 料 管 理 論 特 論 

美 術 情 報 資 源 論 特 論 

２ 

２ 

２ 

ﾏ ｽ ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ 論 特 論 

図 書 館 情 報 学 特 論 

著 作 権 法 研 究 

２ 

２ 

２ 
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法情報文化専攻 

演習科目 単位数 選択必修科目 単位数 履修方法及び修了要件 

法 情 報 演 習 Ⅰ 

法 情 報 演 習 Ⅱ 

４ 

４ 

文 化 情 報 学 特 殊 講 義 

現 代 法 特 殊 講 義 

論 文 作 成 法 

憲 法 特 論 

民 法 特 論 

情 報 社 会 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 演習科目は、２科目８単位

必修。 

 選択必修科目及び選択講

義科目の中から ２４単位以

上（但し、選択必修科目４単

位以上を含む）、計３２単位

以上を修得し、かつ学位論

文を提出し、最終試験（口頭

試問）に合格しなければなら

ない。 

 研究指導教授が教育研究

上必要と認める場合には、

文化情報学専攻並びに他研

究科に開設されている選択

講義科目を履修することが

できる。この場合、修得単位

のうち合計６単位までを修了

要件の単位に充当すること

ができる。 

 
選択講義科目 単位数 選択講義科目 単位数 

情
報
学
分
野 

情 報 ｾ ｷ ｭ ﾘ ﾃ ｨ 特 殊 研 究 

情 報 検 索 論 特 論 

ﾏ ﾙ ﾁ ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ 論 特 論 

２ 

２ 

２ 

  

文
学
分
野 

ﾏ ｽ ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ 論 特 論 

行 政 情 報 ｼ ｽ ﾃ ﾑ 特 論 

行 政 資 料 論 特 論 

２ 

２ 

２ 

  

法
学
分
野 

家 族 法 研 究 

民 事 手 続 法 研 究 

刑 法 研 究 

刑 事 法 研 究 

行 政 法 研 究 

商 法 研 究 

教 育 法 研 究 

経 済 法 研 究 

消 費 者 法 研 究 

税 法 研 究 

行 政 手 続 法 研 究 

情 報 公 開 法 研 究 

個 人 情 報 保 護 法 研 究 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

著 作 権 法 研 究 

契 約 法 研 究 

不 法 行 為 法 研 究 

企 業 法 研 究 

情報社会における犯罪対策 

比 較 法 研 究 

政 策 研 究 

行 政 学 研 究 

国 際 法 研 究 

国 際 関 係 論 研 究 

英 米 政 治 研 究 

社 会 福 祉 法 研 究 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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３．心理学研究科 

臨床心理学専攻 （平成２３年度以降入学者適用）                   ○は必修科目 

 

法心理学専攻 （平成２３年度以降入学者適用）                    ○は必修科目 

 

科目群 授業科目 単位数 授業科目 単位数 修了要件単位 

基
幹
科
目
群 

○ 

○ 

○ 

○ 

臨 床 心 理 学 特 論 Ⅰ 

臨床心理面接特論Ⅰ 

臨床心理査定演習Ⅰ 

臨 床 心 理 基 礎 実 習 

２ 

２ 

２ 

２ 

○ 

○ 

○ 

○ 

臨 床 心 理 学 特 論 Ⅱ 

臨 床心理 面接特 論Ⅱ 

臨 床心理 査定演 習Ⅱ 

臨 床 心 理 実 習 

２ 

２ 

２ 

２ 

基幹科目群８科目１６単

位、発展科目群５科目１４

単位以上、基礎科目群２科

目４単位以上、合計３４単

位以上を修得し、かつ修士

論文を提出し、最終試験

（口頭試問）に合格しなけ

ればならない。 

発
展
科
目
群 

 

 

 

 

○ 

臨床心理学研究法特論 

遊 戯 療 法 特 論 

犯 罪 心 理 学 特 論 

非 行 臨 床 特 論 Ⅰ 

臨 床 心 理 学 研 究 Ⅰ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

 

 

 

 

○ 

精 神 医 学 特 論 

投 影 法 特 論 

法 心 理 学 特 論 

非 行 臨 床 特 論 Ⅱ 

臨 床 心 理 学 研 究 Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

基
礎
科
目
群 

 人 格 心 理 学 特 論 

社 会 心 理 学 特 論 

心 理 臨 床 統 計 法 論 

２ 

２ 

２ 

 認 知 心 理 学 特 論 

老 年 心 理 学 特 論 

 

２ 

２ 

 

科目群 授業科目 単位数 授業科目 単位数 修了要件単位 

基
幹
科
目
群 

○ 

○ 

○ 

○ 

法 心 理 学 原 論 

法 心 理 学 特 論 Ⅱ 

犯 罪 心 理 学 特 論 Ⅱ 

司法臨床心理学特論Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

２ 

○ 

○ 

○ 

○ 

法 心 理 学 特 論 Ⅰ 

犯 罪 心 理 学 特 論 Ⅰ 

司法臨床心理学特論Ⅰ法

心 理 学 実 習 

２ 

２ 

２ 

２ 

基幹科目群８科目１６単

位、発展科目群４科目１４

単位以上、基礎科目群２科

目４単位以上、合計３４単

位以上を修得し、かつ修士

論文を提出し、最終試験

（口頭試問）に合格しなけ

ればならない。 

発
展
科
目
群 

 

 

 

 

 

○ 

家 族 と 法 特 論 

不 法 行 為 特 論 

供 述 心 理 学 特 論 

捜 査 心 理 学 特 論 

法 心 理 学 演 習 Ⅰ 

法 心 理 学 研 究 Ⅰ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

 

 

 

 

 

○ 

消 費 者 保 護 法 特 論 

個 人情報 保護法 特論 

精 神 病 理 学 特 論 

被 害 者 学 特 論 

法 心 理 学 演 習 Ⅱ 

法 心 理 学 研 究 Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

基
礎
科
目
群 

 応用人格心理学特論 

応用社会心理学特論 

心 理 学 統 計 法 特 論 

刑 事 政 策 特 論 

民 事 法 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 応 用認知 心理学 特論 

応 用発達 心理学 特論 

刑 事 法 特 論 

司 法 手 続 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 
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４．心理学研究科 

臨床心理学専攻 （平成２２年度以前入学者適用）                   ○は必修科目 

 

法心理学専攻 （平成２２年度以前入学者適用）                    ○は必修科目 

 

 

科目群 授業科目 単位数 授業科目 単位数 修了要件単位 

基
幹
科
目
群 

○ 

○ 

○ 

○ 

臨 床 心 理 学 特 論 Ⅰ 

臨床心理面接特論Ⅰ 

臨床心理査定演習Ⅰ 

臨 床 心 理 基 礎 実 習 

２ 

２ 

２ 

２ 

○ 

○ 

○ 

○ 

臨 床 心 理 学 特 論 Ⅱ 

臨床 心理面接特 論Ⅱ 

臨床 心理査定演 習Ⅱ 

臨 床 心 理 実 習 

２ 

２ 

２ 

２ 

基幹科目群８科目１６単

位、発展科目群４科目１４

単位以上、基礎科目群２科

目４単位以上、合計３４単

位以上を修得し、かつ修士

論文を提出し、最終試験

（口頭試問）に合格しなけ

ればならない。 

発
展
科
目
群 

 

 

 

 

 

臨床心理学研究法特論 

遊 戯 療 法 特 論 

犯 罪 心 理 学 特 論 Ⅰ 

非 行 臨 床 特 論 Ⅰ 

臨 床 心 理 学 研 究 

２ 

２ 

２ 

２ 

８ 

 

 

 

○ 

精 神 医 学 特 論 

投 影 法 特 論 

法 心 理 学 特 論 Ⅰ 

非 行 臨 床 特 論 Ⅱ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

基
礎
科
目
群 

 人 格 心 理 学 特 論 

社 会 心 理 学 特 論 

心 理 学 統 計 法 特 論 

２ 

２ 

２ 

 認 知 心 理 学 特 論 

老 年 心 理 学 特 論 

 

２ 

２ 

 

科目群 授業科目 単位数 授業科目 単位数 修了要件単位 

基
幹
科
目
群 

○ 

○ 

○ 

○ 

法 心 理 学 原 論 

法 心 理 学 特 論 Ⅱ 

犯 罪 心 理 学 特 論 Ⅱ 

非 行 臨 床 特 論 Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

２ 

○ 

○ 

○ 

○ 

法 心 理 学 特 論 Ⅰ 

犯 罪 心 理 学 特 論 Ⅰ 

非 行 臨 床 特 論 Ⅰ 

法 心 理 学 実 習 

２ 

２ 

２ 

２ 

基幹科目群８科目１６単

位、発展科目群４科目１４

単位以上、基礎科目群２科

目４単位以上、合計３４単

位以上を修得し、かつ修士

論文を提出し、最終試験

（口頭試問）に合格しなけ

ればならない。 発
展
科
目
群 

 

 

 

 

 

 

○ 

家 族 と 法 特 論 

不 法 行 為 特 論 

供 述 心 理 学 特 論 

臨 床 心 理 学 特 論 Ⅰ 

臨床心理面接特論Ⅰ 

法 心 理 学 演 習 Ⅰ 

法 心 理 学 研 究 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

８ 

 

 

 

 

 

○ 

消 費 者 保 護 法 特 論 

個 人情報 保護法 特論 

精 神 医 学 特 論 

臨 床 心 理 学 特 論 Ⅱ 

臨 床心理 面接特 論Ⅱ 

法 心 理 学 演 習 Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

基
礎
科
目
群 

 人 格 心 理 学 特 論 

社 会 心 理 学 特 論 

心 理 学 統 計 法 特 論 

刑 事 政 策 特 論 

民 事 法 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 認 知 心 理 学 特 論 

老 年 心 理 学 特 論 

刑 事 法 特 論 

司 法 手 続 特 論 

２ 

２ 

２ 

２ 
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[別表第Ⅱ] 

１． 法務研究科 

法曹実務専攻（平成２１年度以降入学者）    

○は必修科目 

科目群 授業科目 単位数 修了要件単位 

法 律 基 本 科 目 導 入 科 目  導 入 科 目 Ⅰ 

導 入 科 目 Ⅱ 

１ 

１ 

－ 

公 法 系 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

憲 法 Ⅰ 

憲 法 Ⅱ 

行 政 法 Ⅰ 

行 政 法 Ⅱ 

行 政 救 済 法 

公 法 総 合 演 習 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

１４単位必修 

民 事 系 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

民 法 Ⅰ （ 民 法 総 則 ・ 契 約 ） 

民 法 Ⅱ （ 物 権 ） 

民 法 Ⅲ （ 債 権 総 論 ） 

民 法 Ⅳ （ 不 法 行 為 等 ） 

民 法 Ⅴ （ 親 族 ・ 相 続 ） 

民 法 演 習 Ⅰ 

民 法 演 習 Ⅱ 

商 法 （ 会 社 法 ） 

商法総則・商行為法・有価証券法 

商 法 演 習 

民 事 訴 訟 法 

民 事 訴 訟 法 演 習 

民 事 法 総 合 演 習 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

４ 

４ 

２ 

３４単位必修 

刑 事 系 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

刑 法 Ⅰ （ 刑 法 総 論 ） 

刑 法 Ⅱ （ 刑 法 各 論 ） 

刑 事 訴 訟 法 

刑 事 法 演 習 

刑 事 法 総 合 演 習 

４ 

２ 

４ 

２ 

２ 

１４単位必修 

実 務 基 礎 科 目 ○ 

○ 

○ 

 

法 曹 倫 理 

民 事 訴 訟 実 務 の 基 礎 

刑 事 訴 訟 実 務 の 基 礎 

法文書作成・模擬裁判（民事） 

法文書作成・模擬裁判（刑事） 

ｸ ﾘ ﾆ ｯ ｸ ･ ｴ ｸ ｽ ﾀ ｰ ﾝ ｼ ｯ ﾌ ﾟ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１０単位以上 

基 礎 法 学 ・ 隣 接 

科 目 

 

基 礎 法 学 

科 目 

 英 米 法 

ド イ ツ 法 

E U 法 

法 思 想 史 

近 代 日 本 法 史 

Rechtswissenschaft を学ぶ愉しさ 

法 哲 学 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４単位以上 

隣 接 科 目  公 共 政 策 

自 治 体 政 策 論 

法 と 心 理 学 

会 計 学 

経 営 学 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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科目群 授業科目 単位数 修了要件単位 

展開・先端科目 知 的 財 産 法 Ⅰ （ 特 許 法 ） 

知 的 財 産 法 Ⅱ （ 著 作 権 法 ） 

知 的 財 産 法 演 習 Ⅰ （ 特 許 法 ） 

知 的 財 産 法 演 習 Ⅱ （ 著 作 権 法 ） 

労 働 法 

労 働 法 演 習 

倒 産 法 Ⅰ 

倒 産 法 Ⅱ 

倒 産 法 演 習 

民 事 執 行 ・ 保 全 法 

租 税 法 

租 税 法 演 習 

地 方 自 治 法 

国 際 法 Ⅰ 

国 際 法 Ⅱ 

国 際 法 演 習 

国 際 私 法 

国 際 取 引 法 

環 境 法 Ⅰ 

環 境 法 Ⅱ 

環 境 法 演 習 

法 学 研 究 論 文 

消 費 者 法 

家 事 紛 争 と 法 

子 ど も の 権 利 と 児 童 福 祉 

高 齢 化 社 会 と 法 

特 別 刑 事 手 続 

少 年 非 行 と 矯 正 教 育 

国 際 人 権 法 と 難 民 問 題 

経 済 法 

経 済 法 演 習 

金 融 法 の 基 礎 理 論 

有 価 証 券 法 

金 融 商 品 取 引 法 

保 険 法 

保 険 事 業 の 内 部 管 理 

信 託 法 

企 業 法 務 

企 業 再 編 の 法 務 ･ 会 計 ･ 税 務 

企 業 の 資 金 調 達 と 法 

企 業 行 動 と コ ン プ ラ イ ア ン ス 

企 業 犯 罪 と 法 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２０単位以上 

 
附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第３１条第２項の規定及び別表第Ⅱに関し、平成２

０年度以前の入学者については、なお従前の例による。 
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２．法務研究科 

法曹実務専攻（平成１９～２０年度入学者） 

  ○は必修科目 

 

科目群 授業科目 

単

位

数 

授業科目 

単

位

数 

修了要件 

単位 

法 

律 

基 

本 

科 

目 

公 

法 

系 

○ 

○ 

○ 

憲 法 Ⅰ 

行 政 法 Ⅰ 

行 政 救 済 法 

２ 

２ 

２ 

○ 

○ 

○ 

憲 法 Ⅱ 

行 政 法 Ⅱ 

公 法 総 合 演 習 

２ 

２ 

４ 

１４単位必

修 

民 

事 

系 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

民法Ⅰ（民法総則・契約） 

民 法 Ⅲ （ 債 権 総 論 ） 

民 法 Ⅴ （ 親 族 ・ 相 続 ） 

民 法 演 習 Ⅱ 

商 法 演 習 Ⅰ 

民 事 訴 訟 法 

民 事 法 総 合 演 習 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

民 法 Ⅱ （ 物 権 ） 

民 法 Ⅳ （ 不 法 行 為 等 ） 

民 法 演 習 Ⅰ 

商 法 （ 会 社 法 ） 

商 法 演 習 Ⅱ 

民 事 訴 訟 法 演 習 

 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

４ 

 

３４単位必

修 

刑 

事 

系 

○ 

○ 

○ 

刑 法 Ⅰ （ 刑 法 総 論 ） 

刑 事 訴 訟 法 

刑 事 法 総 合 演 習 

４ 

４ 

２ 

○ 

○ 

 

刑 法 Ⅱ （ 刑 法 各 論 ） 

刑 事 法 演 習 

 

２ 

２ 

 

１４単位必

修 

実務基礎 

科目 

○ 

○ 

 

法 曹 倫 理 

刑 事 訴 訟 実 務 の 基 礎 

法文書作成・模擬裁判(刑事) 

２ 

２ 

２ 

○ 

 

 

民 事 訴 訟 実 務 の 基 礎 

法文書作成・模擬裁判(民事) 

ｸ ﾘ ﾆ ｯ ｸ ･ ｴ ｸ ｽ ﾀ ｰ ﾝ ｼ ｯ ﾌ ﾟ 

２ 

２ 

２ 

１０単位以

上 

基礎

法学 

・隣

接 

科目 

基礎

法学 

科目 

 

英 米 法 

E U 法 

近 代 日 本 法 史 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

ド イ ツ 法 

法 思 想 史 

Rechtswissenschaft を学ぶ愉しさ 

２ 

２ 

２ 

４単位 

以上 

隣接

科目 
 

公 共 政 策 

法 と 心 理 学 

経 営 学 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

自 治 体 政 策 論 

会 計 学 

 

２ 

２ 

 

展 

開 

・ 

先 

端 

科 

目 

 

知的財産法Ⅰ（特許法） 

知的財産法演習Ⅰ（特許法） 

労 働 法 

倒 産 法 Ⅰ 

倒 産 法 演 習 

租 税 法 

地 方 自 治 法 

国 際 法 Ⅱ 

国 際 私 法 

環 境 法 Ⅰ 

環 境 法 演 習 

消 費 者 法 

子どもの権利と児童福祉 

特 別 刑 事 手 続 

国 際 人 権 法 と 難 民 問 題 

経 済 法 演 習 

有 価 証 券 法 

保 険 法 

信 託 法 

企業再編の法務･会計･税務 

企業行動とコンプライアンス 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 知的財産法Ⅱ（著作権法） 

知的財産法演習Ⅱ（著作権法） 

労 働 法 演 習 

倒 産 法 Ⅱ 

民 事 執 行 ・ 保 全 法 

租 税 法 演 習 

国 際 法 Ⅰ 

国 際 法 演 習 

国 際 取 引 法 

環 境 法 Ⅱ 

法 学 研 究 論 文 

家 事 紛 争 と 法 

高 齢 化 社 会 と 法 

少 年 非 行 と 矯 正 教 育 

経 済 法 

金 融 法 の 基 礎 理 論 

金 融 商 品 取 引 法 

保 険 事 業 の 内 部 管 理 

企 業 法 務 

企 業 の 資 金 調 達 と 法 

企 業 犯 罪 と 法 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

４ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２６単位 

以上 
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３.法務研究科 

法曹実務専攻（平成１８年度以前入学者） 

 ○は必修科目 

科目群 授業科目 単位数 修了要件単位 

法 律 基 本 科 目 公 法 系 ○ 

○ 

○ 

憲 法 

公 法 総 合 演 習 

行 政 法 

４ 

４ 

４ 

１２単位必修 

民 事 系 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

民 法 Ⅰ 

民 法 Ⅱ 

民 法 Ⅲ 

民 法 演 習 

商 法 

商 法 演 習 

民 事 訴 訟 法 

民 事 訴 訟 法 演 習 

民 事 法 総 合 演 習 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

３６単位必修 

刑 事 系 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

刑 法 Ⅰ 

刑 法 Ⅱ 

刑 事 訴 訟 法 

刑 事 法 演 習 

刑 事 法 総 合 演 習 

４ 

２ 

４ 

２ 

２ 

１４単位必修 

実 務 基 礎 科 目 ○ 

○ 

○ 

○ 

法 曹 倫 理 

民 事 訴 訟 実 務 の 基 礎 

刑 事 訴 訟 実 務 の 基 礎 

法 文 書 作 成 ・ 模 擬 裁 判 

ｸ ﾘ ﾆ ｯ ｸ ･ ｴ ｸ ｽ ﾀ ｰ ﾝ ｼ ｯ ﾌ ﾟ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

１０単位必修 

基礎法学・隣接 

科 目 

 

基 礎 法 学 

科 目 

 英 米 法 

ド イ ツ 法 

E U 法 

法 思 想 史 

近 代 日 本 法 史 

Rechtswissenschaft を学ぶ愉しさ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４単位以上 

隣 接 科 目  公 共 政 策 

自 治 体 政 策 論 

法 と 心 理 学 

会 計 学 

経 営 学 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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法科大学院を修了するためには、修了に必要な単位を修得したうえ、修了試験に合格しなければならない。 

 

科目群 授業科目 単位数 修了要件単位 

展開・先端科目 知 的 財 産 法 Ⅰ （ 特 許 法 ） 

知 的 財 産 法 Ⅱ （ 著 作 権 法 ） 

知 的 財 産 法 演 習 Ⅰ （ 特 許 法 ） 

知的財産法演習Ⅱ（著作権法） 

労 働 法 

労 働 法 演 習 

倒 産 法 Ⅰ 

倒 産 法 Ⅱ 

倒 産 法 演 習 

民 事 執 行 ・ 保 全 法 

租 税 法 

租 税 法 演 習 

地 方 自 治 法 

現 代 行 政 と 行 政 救 済 

国 際 法 Ⅰ 

国 際 法 Ⅱ 

国 際 法 演 習 

国 際 私 法 

国 際 取 引 法 

環 境 法 Ⅰ 

環 境 法 Ⅱ 

環 境 法 演 習 

法 学 研 究 論 文 

家 族 関 係 と 法 

家 事 紛 争 と 法 

子 ど も の 権 利 と 児 童 福 祉 

高 齢 化 社 会 と 法 

消 費 者 法 

国 際 人 権 法 と 難 民 問 題 

特 別 刑 事 手 続 

金 融 法 の 基 礎 理 論 

保 険 事 業 の 内 部 管 理 

金 融 商 品 取 引 法 

保 険 法 

有 価 証 券 法 

経 済 法 

経 済 法 演 習 

信 託 法 

企 業 法 務 

企 業 再 編 の 法 務 ･ 会 計 ･ 税 務 

企 業 の 資 金 調 達 と 法 

企 業 行 動 と コ ン プ ラ イ ア ン ス 

企 業 犯 罪 と 法 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

４ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２６単位以上 
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[別表第Ⅲ] 

１．入学検定料       ３５，０００円 

ただし、本学を卒業（卒業見込みの者を含む。）又は修了した者が、本学の大学院を受験する場合は、

入学検定料を免除する。 

 

２．学費納付金 

修 士 課 程 平成２３年度入学生 平成２２年度以前入学生 

入  学  金 ２６０，０００円 － 

授  業  料 ５５０，０００円 ５５０，０００円 

施  設  費 ２２０，０００円 ２２０，０００円 

実験･実習費 ５０，０００円  

実験・実習費は、心理学研究科臨床心理学専攻生のみ納付するものとする。 

 

法科大学院 平成２３年度入学生 平成２２年度以前入学生 

入  学  金 ２６０，０００円 － 

授  業  料 ９９０，０００円 ９９０，０００円 

施  設  費 ２６０，０００円 ２６０，０００円 

ただし、入学金は、駿河台大学卒業者及び駿河台大学に３年以上在学した者で第１２条第４号の規定に

該当するものは免除とする。授業料・施設費の額は、物価上昇率、人事院のアップ率等を参考にして毎年

定められた額とする。 


